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１ 水道料金・下水道使用料等見直しの背景①
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水道・簡易水道料金 下水道使用料・農業集落排水使用料

給水人口・給水収益の推移 処理区域内人口・使用料収益の推移

水道事業・簡易水道事業・下水道事業・農業集落排水事業は公営企業であり、原則、必要な経費を料金（使用料）収入で賄う独立採算
制で運営することとなっています。

前回料金・使用料改定は平成26年度であり、その後、人口減少により給水人口、下水道処理区域内人口が減少し、収益
も減少しています。この傾向は今後も続く見込みです。

また、光熱費・物価高騰、施設の老朽化に伴う修繕や更新といった費用が増加していく見込みであり、厳しい経営事情と
なります。
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１ 水道料金・下水道使用料等見直しの背景②

水道事業・簡易水道事業収支見込み

水道事業・簡易水道事業ともに、令和７年度以降純損益がマイナス（赤字）となる見込みです

令和６年３月に策定した「八雲町上下水道事業経営戦略」では、現状の把握・分析を行い、中長期的な投資・財政計画の資産を行い、
各事業の今後の10年間の基本計画を策定しました。
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１ 水道料金・下水道使用料等見直しの背景③

下水道事業・農業集落排水事業収支見込み

下水道事業・農業集落排水事業も、令和７年度以降純損益がマイナス（赤字）となる見込みです

全ての事業会計において、令和７年度以降、純損益がマイナス（赤字）となり、運営に必要な収益が確保できず、将来的に
資金不足となるおそれがあります。

持続的・安定的な事業運営のため
令和７年５月分（５月検針分）から
料金改定をします。 3



２ 水道料金・下水道使用料等の改定方針について①

料金改定については、事業運営に最低限必要な資金を確保することを目的に行います。簡易水道事業、下水道事業、農業集落排水事業につ
いては、建設改良費不足分を一般会計からの繰入金で補てんすることとします。

水道料金・下水道使用料等の平均改定率

料金の平均改定率は以下のとおりです。

①水道料金：7.16％ ②簡易水道料金：4.92％ ③下水道使用料：10.90％ ④農業集落排水使用料：9.84％
※あくまで平均であり、使用口径や使用水量により改定率は上記改定率と異なります。

水道料金・下水道使用料等の改定内容

・一般家庭で多く使用されている口径13m/mと20m/m・25m/mで使用水量
によっては20m/m・25m/mの方が安価になる。
⇒口径の大小は利便性の差であるため、小口径の方が安価となるべきでは
ないか。
・口径13m/mについては、節水することによるメリットがある料金体系と
なっているが、20m/m・25m/mでは節水するメリットが薄い。
⇒一般家庭においても20m/m（一部25m/m）が使用されているため、節水
によるメリットのある料金体系とするべきではないか。

・農工業用を利用するメリットが低い。
⇒産業振興のために農工業用を利用するメリットが必要ではないか。

現行料金の課題

・20m/m・25m/mの超過料金（現行140円/㎥）を13m/m（現行150円/㎥）と
同一にする（改定後160円/㎥）。
⇒使用水量による料金の逆転現象が解消される。

・20m/m・25m/mの基本水量、基本料金の見直し。
⇒節水したことによるメリットが生まれる。
・基本水量の見直し（100㎥→200㎥）
⇒大量に使用する場合、一般用より安価になり、農工業用を使用するメ
リットが生まれる。

改定の内容

・20m/m・25m/mを除くすべての基本料金および超過料金を10％アップす
る。

●基本的な改定

●課題解決に向けた改定

水道・簡易水道料金水道・簡易水道料金

下水道・農業集落排水使用料

・水道料金と同率での改定の場合、資金不足が解消されない。

下水道・農業集落排水使用料

・基本料金を20％アップ。超過料金を10％アップ。
⇒建設改良費不足分の一般会計繰入により最低限の改定率で改定。 4



２ 水道料金・下水道使用料等の改定方針について②

現行料金・使用料と改定後料金・使用料の比較

【現行】

臨時用 10㎥ 6,000円 220円

農・工業用 100㎥ 18,000円 120円

浴場用 100㎥ 12,000円 110円

100m/m 50㎥ 8,400円 130円

75m/m 50㎥ 8,400円 130円

50m/m 50㎥ 8,400円 130円

40m/m 50㎥ 7,800円 140円

30m/m 30㎥ 5,700円 140円

25m/m 15㎥ 2,900円 140円

20m/m 15㎥ 2,500円 140円

一
般
用

13m/m 6㎥ 1,200円 150円

用途 口径 基本水量 基本料金
超過料金

1㎥につき

10㎥ 6,600円 240円

：網かけ部分が今回改定

200㎥ 19,800円 130円

臨時用

100㎥ 13,200円 120円
農・工業用

浴場用

9,200円 140円

100m/m 50㎥ 9,200円 140円

75m/m 50㎥

150円

50m/m 50㎥ 9,200円 140円

6,200円 150円
一
般
用

40m/m 50㎥ 8,500円

30m/m 30㎥

1,800円 160円

25m/m 10㎥ 2,300円 160円

13m/m 6㎥ 1,300円 160円

20m/m 8㎥

用途 口径 基本水量 基本料金
超過料金

1㎥につき

【改定素案】

水道・簡易水道料金（税抜）

【現行】 【改定素案】

下水道・農業集落排水使用料（税抜）

一般用 6㎥ 1,400円 160円

用途 基本水量 基本料金
超過料金

1㎥につき

：網かけ部分が今回改定

100㎥ 3,300円 30円浴場用

●20m/m･25m/mを除く全ての基本料金を
10％アップ（100円未満端数切捨）、超過料
金を10％アップ（10円未満切捨）。
●20m/mの基本水量を15㎥→8㎥へ、基本料
金を2,500円→1,800円へ。
●25m/mの基本水量を15㎥→10㎥へ、基本
料金を2,900円→2,300円へ。
●20m/m・25m/mの超過料金を13m/mと同
価格に。
●農・工業用の基本水量を100㎥→200㎥
へ。

一般用 6㎥ 1,200円 150円

用途 基本水量 基本料金
超過料金

1㎥につき

浴場用 100㎥ 2,800円 30円

改定内容（再掲）

●基本料金を20％アップ（100円
未満端数切捨）、超過料金を10％
アップ（10円未満切捨）。
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２ 水道料金・下水道使用料等の改定方針について③

料金改定による影響額

今回の料金改定における各口径ごとの1ヶ月当たりの影響額は以下のとおりとなります。
（例）口径13mm下水道接続あり 1ヶ月の使用水量20㎥の場合

水道料金影響額：264円／月の増、下水道使用料影響額：374円／月の増 合計影響額：638円／月の増 となります。

水道・簡易水道料金（税込） 下水道・農業集落排水使用料（税込）

6

20m/m 25m/m

使用水量 現行 改定素案
現行との

差額
使用水量 現行 改定素案

現行との
差額

使用水量 現行 改定素案
現行との

差額

6㎥以下 1,320 1,430 110 8㎥以下 2,750 1,980 ▲ 770 10㎥以下 3,190 2,530 ▲ 660

7㎥ 1,485 1,606 121 9㎥ 2,750 2,156 ▲ 594 15㎥ 3,190 3,410 220

8㎥ 1,650 1,782 132 10㎥ 2,750 2,332 ▲ 418 20㎥ 4,114 4,290 176

9㎥ 1,815 1,958 143 11㎥ 2,750 2,508 ▲ 242 25㎥ 4,884 5,170 286

10㎥ 1,980 2,134 154 12㎥ 2,750 2,684 ▲ 66 30㎥ 5,654 6,050 396

15㎥ 2,805 3,014 209 17㎥ 3,058 3,564 506 35㎥ 6,270 6,930 660

20㎥ 3,630 3,894 264 22㎥ 3,828 4,444 616 40㎥ 7,040 7,810 770

25㎥ 4,455 4,774 319 27㎥ 4,598 5,324 726

30㎥ 5,280 5,654 374 40㎥ 6,600 7,612 1,012

35㎥ 6,105 6,534 429

40㎥ 6,930 7,414 484

30㎥以下 6,270 6,820 550 50㎥以下 8,580 9,350 770 50㎥以下 9,240 10,120 880

40㎥ 7,810 8,470 660 60㎥ 10,120 11,000 880 60㎥ 10,670 11,660 990

50㎥ 9,350 10,120 770 70㎥ 11,660 12,650 990 70㎥ 12,100 13,200 1,100

100㎥ 17,050 18,370 1,320 300㎥ 47,080 50,600 3,520 300㎥ 44,990 48,620 3,630

200㎥ 32,450 34,870 2,420 400㎥ 62,480 67,100 4,620 400㎥ 59,290 64,020 4,730

300㎥ 47,850 51,370 3,520 500㎥ 77,880 83,600 5,720 500㎥ 73,590 79,420 5,830

400㎥ 63,250 67,870 4,620 1,000㎥ 154,880 166,100 11,220 1,000㎥ 145,090 156,420 11,330

500㎥ 78,650 84,370 5,720

1,000㎥ 155,650 166,870 11,220

13m/m

改定素案
現行との

差額

40m/m 50m/m以上

使用水量 現行 改定素案
現行との

差額
使用水量 現行

30m/m

使用水量 現行 改定素案
現行との

差額

使用水量 現行 改定素案
現行との

差額

6㎥以下 1,320 1,540 220

7㎥ 1,485 1,716 231

8㎥ 1,650 1,892 242

9㎥ 1,815 2,068 253

10㎥ 1,980 2,244 264

15㎥ 2,805 3,124 319

20㎥ 3,630 4,004 374

25㎥ 4,455 4,884 429

30㎥ 5,280 5,764 484

35㎥ 6,105 6,644 539

40㎥ 6,930 7,524 594



３ 水道料金・下水道使用料等見直しによる効果①

水道事業・簡易水道事業収支見込み（料金等改定後）

水道事業・簡易水道事業ともに、純損益がマイナス（赤字）の状況は変わらないが、収支の状況
が改善されます。

今回の料金・使用料の改定により、赤字額が圧縮され、当面は安定した経営が見込まれます。
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３ 水道料金・下水道使用料等見直しによる効果②

下水道事業・農業集落排水事業収支見込み（料金等改定後）

水道事業・簡易水道事業同様、純損益がマイナス（赤字）の状況は変わらないが、収支の状況が
改善されます。

この改定により、各事業とも今後10年は安定した経営状況となる見込みですが、毎年の収支状
況を分析し、５年ごとに料金・使用料の再検証を行う予定です。
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参考資料１ 使用水量等の状況

【概要】

・契約口径については、13m/mが一
番多く、一般家庭の契約の大半はこの
13m/mか20m/mとなっています。

・料金改定を行うことにより、
20m/mの基本水量内使用者の割合が
13m/mとほぼ同率となり、一般家庭
での使用による料金の差は口径の大小
による利便性の差となります。

・20m/m、25m/mの基本水量を変更
することにより、これらの口径使用者
が節水した際のメリットが生まれま
す。

・30m/m以上の口径については基本
水量等の変更はありません。

・農・工業用の基本水量の変更により
現行より安くなるケースが生まれま
す。

使用水量の状況

13mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 75mm 100mm
0 387 29 15 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1 245 13 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1
2 227 21 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0
3 267 25 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 351 23 8 0 3 1 0 0 0 0 0 0
5 405 32 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 405 29 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0
7 321 25 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 326 24 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0
9 250 25 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0

10 283 16 7 0 3 1 0 0 0 0 0 0
11 278 17 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12 249 24 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 255 17 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
14 254 25 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0
15 205 20 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16 200 19 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
17 185 15 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0
18 177 26 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
19 154 22 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20 133 16 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0

21～30 685 91 13 1 12 3 1 0 0 0 0 2
31～40 181 38 7 0 6 4 0 0 0 0 0 2
41～50 62 13 6 0 4 1 1 0 0 0 0 1
51～60 13 9 5 0 4 1 0 0 0 0 0 0
61～70 9 5 6 0 6 1 0 0 0 0 0 1
71～80 2 5 5 0 4 2 0 0 0 0 0 2
81～90 4 2 2 0 4 2 1 0 0 0 0 1

91～100 1 1 3 0 1 3 0 0 0 0 0 1
101～200 2 10 5 0 11 1 3 0 0 1 0 4
201～500 0 1 6 0 6 5 5 0 0 1 0 6

501～1000 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1
1001～ 0 0 0 0 1 2 1 1 2 0 1 0
合計 6,516 638 173 1 92 37 13 1 2 2 2 22

構成割合 86.89% 8.51% 2.31% 0.01% 1.23% 0.49% 0.17% 0.01% 0.03% 0.03% 0.03% 0.29%

基本水量内使用の使用者割合
改定前

件数 2,287 365 102 0 53 19 2 0 0 0 0 1
割合 35.10% 57.21% 58.96% 0.00% 57.61% 51.35% 15.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.55%

改定後
件数 2,287 221 83 0 53 19 2 0 0 1 0 1
割合 35.10% 34.64% 47.98% 0.00% 57.61% 51.35% 15.38% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 4.55%

使用水量
一般用

工業用 農業用 浴場用 臨時用

9



参考資料２ 他市町等との水道料金・下水道使用料等比較①

水道料金

10

水道料金・簡易水道使用料
（１）一般用・口径13mmで10㎥使用した場合
①渡島管内町村との比較 ②同規模市町等との比較
現行 改定後 現行 改定後

順位 町村名 水道料金 順位 町村名 水道料金 順位 町村名 水道料金 順位 町村名 水道料金
1 函館市 781 1 函館市 781 1 斜里町 1,510 1 斜里町 1,510
2 北斗市 1,451 2 北斗市 1,451 2 上富良野町 1,912 2 上富良野町 1,912
3 七飯町 1,639 3 七飯町 1,639 3 八雲町 1,980 3 芦別市 2,024
4 長万部町 1,892 4 長万部町 1,892 4 芦別市 2,024 4 八雲町 2,134
5 森町 1,940 5 森町 1,940 5 赤平町 2,440 5 赤平町 2,440
6 八雲町 1,980 6 鹿部町 2,050 6 日高町 2,682 6 日高町 2,682
7 鹿部町 2,050 7 知内町 2,090 7 栗山町 3,053 7 栗山町 3,053
8 知内町 2,090 8 八雲町 2,134 8 西空知広域水道企業団 3,091 8 西空知広域水道企業団 3,091
9 松前町 2,348 9 松前町 2,348 9 岩内町 3,150 9 岩内町 3,150

10 木古内町 2,838 10 木古内町 2,838
11 福島町 2,959 11 福島町 2,959

（２）一般用・口径13mmで20㎥使用した場合
①渡島管内町村との比較 ②同規模市町等との比較
現行 改定後 現行 改定後

順位 町村名 水道料金 順位 町村名 水道料金 順位 町村名 水道料金 順位 町村名 水道料金
1 函館市 1,958 1 函館市 1,958 1 斜里町 3,250 1 斜里町 3,250
2 北斗市 2,881 2 北斗市 2,881 2 上富良野町 3,552 2 上富良野町 3,552
3 七飯町 2,959 3 七飯町 2,959 3 八雲町 3,630 3 八雲町 3,894
4 知内町 3,245 4 知内町 3,245 4 芦別市 4,554 4 芦別市 4,554
5 鹿部町 3,480 5 鹿部町 3,480 5 日高町 5,092 5 日高町 5,092
6 八雲町 3,630 6 長万部町 3,872 6 赤平市 5,321 6 赤平市 5,321
7 長万部町 3,872 7 八雲町 3,894 7 栗山町 5,693 7 栗山町 5,693
8 松前町 3,943 8 松前町 3,943 8 岩内町 5,910 8 岩内町 5,910
9 森町 4,340 9 森町 4,340 9 西空知広域水道企業団 6,171 9 西空知広域水道企業団 6,171

10 福島町 5,049 10 福島町 5,049
11 木古内町 5,368 11 木古内町 5,368

※比較に用いたデータは北海道の公表資料「上水道料金の状況」（令和5.3.31現在）より。
※メーター使用料が設定されている事業体の水道料金は料金にメーター使用料を加えた額で比較した。



参考資料２ 他市町等との水道料金・下水道使用料等比較②

下水道使用料

（参考）全道の水道料金、下水道使用料を比較した場合（※順位は安価順）

水道料金は
一般用・口径13m/m・10㎥使用時 現行料金：30番目／88事業体 改定後料金：35番目／88事業体
一般用・口径13m/m・20㎥使用時 現行料金：20番目／88事業体 改定後料金：23番目／88事業体

下水道使用料は
20㎥使用時 現行料金：84番目／171事業体 改定後料金：122番目／171事業体 という状況となっています。
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（１）20㎥使用した場合
①渡島管内町村との比較 ②同規模市町等との比較
現行 改定後 現行 改定後

順位 町村名 下水道使用料 順位 町村名 下水道使用料 順位 町村名 下水道使用料 順位 町村名 下水道使用料

1 知内町 2,685 1 知内町 2,685 1 上富良野町 3,625 1 上富良野町 3,625
2 北斗市 2,750 2 北斗市 2,750 2 八雲町 3,630 2 斜里町 3,820
3 七飯町 2,970 3 七飯町 2,970 3 斜里町 3,820 3 岩内町 3,960
4 函館市 3,014 4 函館市 3,014 4 岩内町 3,960 4 八雲町 4,004
5 長万部町 3,300 5 長万部町 3,300 5 日高町 4,193 5 日高町 4,193
6 森町 3,400 6 森町 3,400 6 赤平町 4,707 6 赤平市 4,707
7 八雲町 3,630 7 八雲町 4,004 7 栗山町 4,884 7 栗山町 4,884
8 木古内町 4,400 8 木古内町 4,400 8 芦別市 5,042 8 芦別市 5,042

※比較に用いたデータは北海道の公表資料「下水道使用料の状況」（令和5.3.31現在）より。
※下水道使用料については10㎥使用時の使用料は公表されていないため、20㎥使用時の使用料のみの比較とした。
※同規模自治体については、水道料金比較時に比較した自治体との比較とした。



４ し尿及び浄化槽汚泥手数料の改定について

改定率

約２０％の増額改定となります。

し尿及び浄化槽汚泥手数料の改定内容

改定理由

非水洗化人口の減少により、し尿及び浄化槽汚泥手数料収入が年々減少していますが、収集業務に係る費用は増加しており、厳しい事
業運営の状況となっています、そのため、将来のわたり安定的にし尿処理事業を継続していくために、し尿及び浄化槽汚泥手数料を改定
します。

改定時期

令和７年５月１日以降収集分から改定後の手数料となります。

※50ℓに満たない場合は50ℓとみなします。

し尿及び浄化槽汚泥の汲み取り料金として業者にお支払いいただく額は、上記（２）の収入証紙の額となります。
例）210ℓ汲み取りした場合、200ℓ券と50ℓ券の額の合計をお支払いいただきます。

現 行 980円（200ℓ券）＋245円（50ℓ券）＝1,225円
改定後 1,180円（200ℓ券）＋295円（50ℓ券）＝1,475円 ⇒250円（約20％アップ）

現　行
改定後

差　額

１ℓ当たり　４．９円（税込）

１ℓ当たり　５．９円（税込）

１ℓ当たり　１．０円

50ℓ券 100ℓ券 200ℓ券 500ℓ券 1000ℓ券
現　行 245円 490円 980円 2,450円 4,900円
改定後 295円 590円 1,180円 2,950円 5,900円

差　額 50円 100円 200円 500円 1,000円

（１）し尿及び浄化槽汚泥手数料（※下記（２）の額を１ℓ当たりとしたもの）

（２）し尿及び浄化槽汚泥収入証紙
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